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アセアン関連資料 

発行されたインドネシア特許に対して特許実施が要求されることになった 
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１．はじめに 
 

インドネシアは、東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国の一つです。中でも、インドネシアは、

2億 6千万人を超える人口を有し、豊富な労働力の獲得先として、また一大消費市場として注目

を集めています。各国企業は、アセアン加盟国への特許出願数を増加させる傾向にあり、インド

ネシアもそのうちの一つの有力な国として考えています。 

 

特許制度については、1989 年に特許法が改正された後、第 13/1997 の改正法が 1997 年５

月７日に施行され、更に特許法が改正され、2001 年８月１日に施行されました。 

 

“Indonesia house of representative”は、2016年 7月 28日に、インドネシア特許法案（patent 

bill）を承認しました。なお、改正特許法の施行時に係属中の特許出願に対しては、一部の手続

を除き、基本的には改正前の特許法（第 14/2001）が適用され、改正特許法は、2016年 08月

28日に施行されました。 

 

2016 年 8 月 26 日に施行された改正特許法のインドネシア特許法第 20 条によれば、技術移

転、投資、及び／又は、地域雇用等をサポートするために、特許権者は、所有する特許によって

カバーされるプロダクトを生産したり、及び／又は、プロセスを使用したりすることを義務付け

る旨、規定されています。 

 

要求される特許実施の内容、及び、要求される特許実施に関し、どのような事項について留意

すべきかについて、以下に説明します。 
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